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１ 相談体制の整備

１－１ 広報・普及啓発と相談窓口

現状と課題

〇 ひとり親家庭を対象とした公的制度は様々ありますが、制度を知らなかったので利用
していない、という人も多く、十分な周知がされていない可能性があります。

〇 また、支援が必要な人が必ずしも相談窓口につながっていないのではないか、との指
摘もあり、関係機関が連携して支援が必要な家庭を把握し、支援につなげていくことが
必要です。

〇 ひとり親家庭の中には、きょうだいの世話や家事を担う、いわゆるヤングケアラーが
存在すると考えられます。ひとり親家庭とヤングケアラーの支援をどう結び付けていく
かということも課題になっています。

〇 何らかの事情により、結婚をせず子どもを産むという選択をされる方もいます。妊娠
期から関係機関が連携することで適切な支援につながりますが、ひとり親家庭の相談窓
口以外で把握した情報が共有されないことを課題に感じている区市町村もあります。

〇 ひとり親家庭の相談状況等に関する調査では、「窓口へ行くのが大変」「時間が合わな
い」との理由から相談しにくい、という声もあります。就労状況や子供の年齢等により、
ひとり親が相談しやすい時間帯や相談方法は異なります。

今後の取組

広報・普及啓発＞
〇 ひとり親家庭向けポータルサイトを活用し、区市町村をはじめとした様々な支援機関
が実施する支援施策を周知します。

〇 区市町村が実施する、ひとり親家庭を対象にした事業の広報や普及啓発に関する取組
を支援します。

第第３３章章 ひひととりり親親家家庭庭支支援援施施策策のの具具体体的的なな展展開開

ひひととりり親親家家庭庭のの地地域域ででのの安安定定ししたた生生活活をを支支ええるるたためめ、、支支援援をを必必要要ととすするるひひととりり親親家家庭庭
がが確確実実にに相相談談・・支支援援ににつつななががるるよようう、、広広報報・・普普及及啓啓発発やや、、相相談談体体制制のの整整備備、、関関係係機機関関のの
連連携携強強化化にに取取りり組組みみまますす。。

ココララムム 父父母母のの離離婚婚後後のの子子供供のの養養育育にに関関すするるルルーールルのの改改正正ににつついいてて ～～民民法法改改正正っってて？？～～

〇 父母が離婚後も適切な形で子供の養育に関わり、その責任を果たすことは、子供の利

益を確保するために重要です。令和６年５月に成立した民法等改正法は、子供を養育す

る親の責任を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直

しています。（令和８年５月までに施行されます。）

〇 親の責任に関しては、父母が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子供を養育する責

務を負うことなどが明確化されています。

〇 親権に関しては、父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方

を親権者と定めることができるようになります。それに伴い、父母双方が親権者である

場合の親権の行使方法や父母の離婚後の子供の監護に関するルールが明確化されていま

す。

〇 養育費に関しては、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文

書に基づいて、差押えの手続きを申し立てることができるようになるなど、一部手続が

容易になります。

〇 親子交流に関しては、家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと

（試行的実施）に関する制度が設けられるほか、父母以外の親族（祖父

母等）と子供との交流に関するルールが設けられています。

〇 その他、財産分与や養子縁組に関するルールも見直されています。

（参考）法務省「民法等の一部を改正する法律（父母の離婚後等の子の養育に

関する見直し）について」
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＜関係機関の連携＞
〇 子供食堂や子供の学習支援などの拠点を活用し、要支援家庭の把握に取り組む区市町
村を支援します。

〇 妊娠・出産期から、生活困窮を含めた家庭内の様々な課題を早期に把握した上で、適
切な支援を早期かつ包括的に講じていくとともに、子供の貧困対策の推進に取り組む区
市町村を支援します。

〇 ヤングケアラーを早期に発見して適切な支援につなげられるよう、関係機関の連携強
化をより一層推進するとともに、ヤングケアラーが抱える悩みを相談・共有するための
相談支援体制を整備します。

〇 予期せぬ妊娠をした女性や特定妊婦等について、妊産婦や生まれた子供の支援に関わ
る関係部署が連携し必要な調整等が行われるよう、区市町村における困難な問題を抱え
る女性への支援に関する法律に基づく支援調整会議の設置を働きかけます。

＜多様な相談体制の確保＞
〇 東京都ひとり親家庭支援センターにおいて、 相談やオンライン面談等を活用し、
ひとり親家庭の状況に応じた相談に対応します。
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【【主主なな施施策策】】  
■■  ひひととりり親親家家庭庭向向けけポポーータタルルササイイトトのの運運用用〔〔福福祉祉局局〕〕  
  国、都、区市町村が実施しているひとり親家庭に向けた様々な支援について、横断的

に検索できるサイトを運用します。  
■■  【【拡拡充充】】ひひととりり親親家家庭庭等等生生活活向向上上事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕  
  ひとり親家庭等が、生活の中で直面する課題の解決や児童の精神的安定を図り、地域

での生活を総合的に支援するとともに、学習支援を実施し、要支援家庭の把握に努める
区市町村を支援します。  

■■  子子供供のの貧貧困困対対策策支支援援事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕  
  生活に困窮する要支援家庭やひとり親家庭等を必要な支援につなげることを目的に、

専任職員を配置し、関係機関との連携強化など、子供の貧困対策の推進に取り組む区市
町村を支援します。  

■■  【【拡拡充充】】東東京京都都ひひととりり親親家家庭庭支支援援セセンンタターー事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕  
  都内２か所（区部・多摩地域各１か所）に相談拠点を設置し、ひとり親家庭の生活相

談・養育費相談・親子交流支援等を実施します。  
■■  【【新新規規】】ひひととりり親親家家庭庭ホホーームムヘヘルルププササーービビススのの利利用用促促進進事事業業＜＜子子供供家家庭庭支支援援区区市市町町村村  

包包括括補補助助事事業業＞＞〔〔福福祉祉局局〕〕  
ひとり親家庭に家事・育児サービスを行うためのホームヘルパーを派遣する「ひとり 

親家庭ホームヘルプサービス事業」の広報や、支援者の質向上及びひとり親家庭への理 
解を深めるための研修を実施する区市町村を支援します。 

＜関係機関の連携＞
〇 子供食堂や子供の学習支援などの拠点を活用し、要支援家庭の把握に取り組む区市町
村を支援します。

〇 妊娠・出産期から、生活困窮を含めた家庭内の様々な課題を早期に把握した上で、適
切な支援を早期かつ包括的に講じていくとともに、子供の貧困対策の推進に取り組む区
市町村を支援します。

〇 ヤングケアラーを早期に発見して適切な支援につなげられるよう、関係機関の連携強
化をより一層推進するとともに、ヤングケアラーが抱える悩みを相談・共有するための
相談支援体制を整備します。

〇 予期せぬ妊娠をした女性や特定妊婦等について、妊産婦や生まれた子供の支援に関わ
る関係部署が連携し必要な調整等が行われるよう、区市町村における困難な問題を抱え
る女性への支援に関する法律に基づく支援調整会議の設置を働きかけます。

＜多様な相談体制の確保＞
〇 東京都ひとり親家庭支援センターにおいて、 相談やオンライン面談等を活用し、
ひとり親家庭の状況に応じた相談に対応します。



-42-

ココララムム ははああとと 相相談談 ～～気気軽軽にに相相談談ししててくくだだささいい～～

○ ひとり親の方が気軽に利用できる 相談は、令和 年 月に開始しました。気軽

に相談ができるため、好評で、多くの方にご利用いただいています。受付時間は毎週水

曜日と土曜日の 時から 時 分までです。

○ 相談は、電話での相談と違い、声を出さなくても相談ができます。お子さんや周

囲に聞かれたくないと思っていることでも、気にせずに相談することができます。また、

は、普段使っている方も多いツールであり、来所や電話は緊張するという方でも気

軽に相談ができます。

○ 相談は、匿名で受けており、「今日はあなたをどのよ

うにお呼びすればいいですか？」から会話をはじめ、そ

の呼び名でやりとりしており、ご相談者のプライバシ

ーや秘密は守られています。相談内容が外部に漏れる

ことはありませんので、安心してご相談いただきたい

と思います。

○ 現在も、子育てや仕事のこと、離婚前後の様々なお悩み、不安なお気持ちなど、多く

の方々から相談を受けています。お子さんの年齢も 歳から大学生まで様々です。

○ 離婚を考えているけど誰にも言いたくない、不安や悩みを抱えているけどどこに相談

したらいいかわからないと思ったら、まずは 相談にご連絡いただき、それをきっ

かけに、はあとの相談や区市への相談と合わせてご活用いただければと思います。

○ 相談員はみな有資格者です。また、ひとり親経験者もいますので安心してご相談いた

だき、支援につなげていきます。

 
はあと アカウント
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１－２ ニーズに応じた相談支援

現状と課題

〇 ひとり親家庭の支援ニーズは様々であり、ひとり親になった理由や時期、自身や子供
の年齢、現在の職業など、その家庭が置かれている状況によって異なります。一方で、
地域において、ひとり親家庭の相談対応を担っている各区市の母子・父子自立支援員の
うち、約半数は経験年数が３年未満となっており、経験やノウハウが蓄積されにくい状
況です。そのため、相談支援の質の向上等への取組が重要です。

〇 母子・父子福祉団体を対象に行ったヒアリングでは、父子家庭の父からの相談が増え
ており、父子家庭特有の課題への対応や、相談をためらう父子家庭の父へのアプローチ
は工夫が必要であるとの意見もありました。

〇 令和６年５月には、「民法等の一部を改正する法律」が成立し、離婚後の父母の子の養
育に関する責務を明確化するなど、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定が見直
されました。令和８年５月までに施行される新たな制度に対応するためには、離婚前か
らの相談も含め、相談体制の整備や支援者の資質向上が必要です。

今後の取組

＜相談支援の質の向上＞
〇 ひとり親家庭の相談窓口となる母子・父子自立支援員が、ひとり親家庭の様々な課題
に的確に対応することができるよう、経験年数に応じた相談技法の習得を支援します。

＜父子家庭への支援＞
〇 東京都ひとり親家庭支援センターにおいて、ひとり親家庭のニーズに応じた相談を行
う中で、父子家庭特有の課題に対応する事業を行うとともに、父子家庭が相談しやすい
体制を検討していきます。

民法改正への対応＞
〇 民法改正後の制度に関する相談対応に向け、区市町村や母子生活支援施設の職員等に
対する研修を実施します。また、東京都ひとり親家庭支援センターにおいて、区市町村
職員からの相談に対応する体制を整備します。

相相談談支支援援のの質質のの更更ななるる向向上上をを図図るるととととももにに、、ひひととりり親親家家庭庭のの様様々々ななニニーーズズにに応応じじたた相相
談談支支援援をを実実施施ししまますす。。

ココララムム ははああとと 相相談談 ～～気気軽軽にに相相談談ししててくくだだささいい～～

○ ひとり親の方が気軽に利用できる 相談は、令和 年 月に開始しました。気軽

に相談ができるため、好評で、多くの方にご利用いただいています。受付時間は毎週水

曜日と土曜日の 時から 時 分までです。

○ 相談は、電話での相談と違い、声を出さなくても相談ができます。お子さんや周

囲に聞かれたくないと思っていることでも、気にせずに相談することができます。また、

は、普段使っている方も多いツールであり、来所や電話は緊張するという方でも気

軽に相談ができます。

○ 相談は、匿名で受けており、「今日はあなたをどのよ

うにお呼びすればいいですか？」から会話をはじめ、そ

の呼び名でやりとりしており、ご相談者のプライバシ

ーや秘密は守られています。相談内容が外部に漏れる

ことはありませんので、安心してご相談いただきたい

と思います。

○ 現在も、子育てや仕事のこと、離婚前後の様々なお悩み、不安なお気持ちなど、多く

の方々から相談を受けています。お子さんの年齢も 歳から大学生まで様々です。

○ 離婚を考えているけど誰にも言いたくない、不安や悩みを抱えているけどどこに相談

したらいいかわからないと思ったら、まずは 相談にご連絡いただき、それをきっ

かけに、はあとの相談や区市への相談と合わせてご活用いただければと思います。

○ 相談員はみな有資格者です。また、ひとり親経験者もいますので安心してご相談いた

だき、支援につなげていきます。

 
はあと アカウント
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養育費確保・親子交流への支援＞
〇 東京都ひとり親家庭支援センターで実施している養育費相談や法律相談等の専門相談
を拡充するとともに、身近な自治体において専門的な相談を受けることが可能となるよ
う、養育費相談を行う区市を支援します。

〇 離れて暮らす子供と親の円滑な交流を支援するために、東京都ひとり親家庭支援セン
ターで実施している「親子交流支援事業」について、収入要件を見直し、支援の対象を拡
大します。

【【主主なな施施策策】】
■■ 母母子子・・父父子子自自立立支支援援員員研研修修〔〔福福祉祉局局〕〕

身近な地域において、ひとり親家庭からの相談に的確に対応していくため、母子・父
子自立支援員の研修の内容を充実し、カウンセリングの精神や技法、サービスのコーデ
ィネートなど、総合的な支援力の向上を図ります。

■■ 【【拡拡充充】】東東京京都都ひひととりり親親家家庭庭支支援援セセンンタターー事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕（（再再掲掲））
都内２か所（区部・多摩地域各１か所）に相談拠点を設置し、ひとり親家庭の生活相

談・養育費相談・親子交流支援等を実施します。

■■ 【【拡拡充充】】養養育育費費確確保保支支援援事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕
ひとり親家庭の生活の安定を図るため、養育費立替保証、公正証書等の作成及び
（裁判外紛争解決手続）に係る支援等を行うほか、民法改正を踏まえた養育費等

に関する専門相談など養育費の履行確保に資する区市の取組を支援します。
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ココララムム  父父子子家家庭庭へへのの支支援援  ～～シシンンググルルパパパパ達達のの心心ののオオアアシシススをを目目指指ししてて～～  

〇 シングルママが集う会は多く開催されていますが、「シングルパパに特化した会もぜ

ひ！」とのご要望を受けて、東京都ひとり親家庭支援センター はあと多摩では、父子家

庭の父を対象とした「ひとり親グループ相談会～シングルパパの集い～」を令和 4 年度

から年 1 回開催しています。 

〇 過去に「アロマテラピーをパパも体験してみたい」というお声が挙がり、それを受け

て、令和６年度は「パパのためのアロマテラピー」と題した会を行いました。アロマテ

ラピーは全員初体験でしたが、日々多忙なパパ達が、瞬時にリラックス・リフレッシュ

できるということで大好評でした。 

〇 会の後半では、シングルパパ同士が日々のお悩み 

や情報を共有できる時間を設けています。今回は、 

「女の子の父の思春期の乗り切り方」、「仕事と子 

育ての両立の難しさ」、「自分が困った時の頼り先 

を探す方法」、「シングルパパの大変さを周囲にな 

かなか理解してもらえないもどかしさ」など、多岐 

に渡り、話がつきないひと時となりました。 

〇 毎回ご参加のパパからは、この会の出会いをきっかけに友達になった話も出ました。 

こうした会を通じて、シングルパパ達の心のオアシスを目指しています。 

 

 

  

養育費確保・親子交流への支援＞
〇 東京都ひとり親家庭支援センターで実施している養育費相談や法律相談等の専門相談
を拡充するとともに、身近な自治体において専門的な相談を受けることが可能となるよ
う、養育費相談を行う区市を支援します。

〇 離れて暮らす子供と親の円滑な交流を支援するために、東京都ひとり親家庭支援セン
ターで実施している「親子交流支援事業」について、収入要件を見直し、支援の対象を拡
大します。

【【主主なな施施策策】】
■■ 母母子子・・父父子子自自立立支支援援員員研研修修〔〔福福祉祉局局〕〕

身近な地域において、ひとり親家庭からの相談に的確に対応していくため、母子・父
子自立支援員の研修の内容を充実し、カウンセリングの精神や技法、サービスのコーデ
ィネートなど、総合的な支援力の向上を図ります。

■■ 【【拡拡充充】】東東京京都都ひひととりり親親家家庭庭支支援援セセンンタターー事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕（（再再掲掲））
都内２か所（区部・多摩地域各１か所）に相談拠点を設置し、ひとり親家庭の生活相

談・養育費相談・親子交流支援等を実施します。

■■ 【【拡拡充充】】養養育育費費確確保保支支援援事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕
ひとり親家庭の生活の安定を図るため、養育費立替保証、公正証書等の作成及び
（裁判外紛争解決手続）に係る支援等を行うほか、民法改正を踏まえた養育費等

に関する専門相談など養育費の履行確保に資する区市の取組を支援します。
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〇 福生市は、市内の総人口に占める外国人の割合が大きく、令和６年１月１日時点で

7.32％（4,138 人）と東京都市部在住外国人の割合にあたる 2.46%の約３倍となって

います。その国籍は 67 か国に及びます。 

〇 外国人家庭がひとり親家庭になった場合、文化の違いや日本語がよくわからない子供

とその親にとっては、どこに何を相談したらいいかわからないという課題があります。

そこで、福生市では、以下の取り組みを行っています。 

１ 必要に応じた外部機関への同行 

困窮相談窓口に加え、就労支援目的のハローワークへの相談同行、疾病がある方の

病院への受診同行を相談支援員が行っています。将来的には日本語を習得していただ

き地域に溶け込んでいけるよう、日本語教育及び学習支援を行っている NPO などの

地域団体を紹介しています。 

２ 多文化キッズサロンの新設（令和７年４月予定） 

「学習」「相談」「交流」等の機能を一体的に備え、日本語を母語としない子供でも安

心して立ち寄ることができる地域の居場所づくりを推進します。 

〇 市内に暮らす外国人を含めた市民の皆様が、安心して生活できるよう、日々の業務に

取り組んでいます。 
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２ 就業支援

現状と課題

〇 ひとり親世帯の就業率は母子世帯・父子世帯ともに９割を超えていますが、その雇用
形態をみると、母子世帯ではパート・アルバイト等の非正規雇用が約４割となっていま
す。また、働いている母子世帯の３割超が転職を希望しており、その理由としては「収入
が良くない」「将来が不安」という回答が多い状況です。

〇 女性の就業支援における課題として、子育てと仕事の両立が難しいと考える人が多い
状況があります。特にひとり親の場合、働くことに対して自信が持てない女性が多いの
ではないか、との指摘があります。子育てしながら働くロールモデルの存在や、身近な
相談相手、不安を抱えているときに寄り添って伴走できる存在が求められます。

〇 就業支援の施策は拡充が進み、個々の状況に応じた就業相談の窓口が整備されていま
すが、必ずしも支援が必要なひとり親に情報が行き届いていない状況です。

〇 ひとり親が子育てと仕事を両立していくためには、企業等の理解も重要です。また、
キャリアを形成していく中で、ひとり親特有の悩みを抱えている方もいます。

〇 コロナ禍以降、企業においてテレワークの導入・定着が進んでいます。そのような状
況の中、東京都ひとり親家庭支援センターにおいても、在宅勤務ができる仕事を希望す
るひとり親からの問い合わせが増えてきています。また、収入を確保するため、本業以
外に副業を希望する方もいて、 を活用して在宅で収入が得られる在宅就業支援へのニ
ーズがあります。

〇 区市町村において、ひとり親の相談支援を行う中での課題として、最も多く挙げられ
たのは、障害や精神疾患がある方への支援となっています。また、母子生活支援施設に
おいては、入所世帯の母の４割近くが何らかの障害等を有しているという調査結果があ
ります。障害や精神疾患があるひとり親の支援にあたっては、障害分野の就業支援と連
携していく必要があります。

〇 障害や疾患等の理由により、就業して自立することが困難な方もいますが、その場合
でも、親が何らかの社会参加をしていく姿を見て育つことが、子供たちにとって重要で
す。就業支援は親だけではなく、子供に対しても就労について様々な可能性を考えられ
るよう支援していく必要があります。

〇 ひとり親世帯の親の学歴を見ると、中学卒業程度の割合が、両親世帯の親より高くな
っています。高等学校卒業程度認定試験の合格に向けた支援を行う区市は徐々に増えて
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きていますが、更なる支援を行うなど、職業選択の幅を広げるための取組が必要です。
また、ひとり親の安定した就労を支援するためには、就業に有利となる資格取得を支援
していくことも重要です。

今後の取組

＜東京都ひとり親家庭支援センターにおける就業支援＞
〇 東京都ひとり親家庭支援センターにおいて、それぞれの家庭の状況や課題を踏まえた
包括的・継続的な支援を引き続き実施します。

〇 不安や精神的な課題等を抱えたひとり親の方には、就業した後も、継続して働き続け
られるよう、就業定着に向けたきめ細かな相談支援を実施します。

〇 適職診断や面接対策、小論文・作文対策などの就職試験対策を充実するとともに、ハ
ローワークの求人情報の活用等による効果的な職業紹介や、ハローワークと連携した就
業プログラムの実施などに取り組みます。また、東京しごとセンターや都立職業能力開
発センターと連携しながら就業支援を実施します。

〇 親への支援と併せ、子供の希望や適性などを踏まえたキャリアカウンセリングや求人
情報の提供、小論文・作文対策など、子供に対しても丁寧な就業支援を実施します。

＜希望や適性に応じた就業支援＞
〇 就職や転職を希望するひとり親に対し、一人ひとりの希望や適性に応じてスキルアッ
プ訓練やマッチング支援を行い、就業コーディネーターやメンターを活用した伴走型の
就業支援を実施します。

＜女性の就業支援＞
〇 東京しごとセンター内の「女性しごと応援テラス」において、関係機関と連携したセ
ミナーの実施や、メンターに相談できる機会の提供等、家庭と両立して働きたい女性を
支援します。

〇 非正規・ひとり親・困難を抱える女性等を対象に、アウトリーチでアプローチし、就
職相談会やセミナー等を通じて東京しごとセンターの就労支援につなげることで、女性

ひひととりり親親がが、、子子供供のの成成長長ななどどラライイフフスステテーージジにに合合わわせせたた働働きき方方やや職職業業選選択択がが可可能能とと
ななるるよようう、、支支援援をを行行いいまますす。。
様様々々なな課課題題やや不不安安をを抱抱ええたたひひととりり親親にに対対しし、、そそれれぞぞれれのの状状況況をを踏踏ままええたた支支援援をを行行いい、、

ひひととりり親親のの自自立立をを促促進進ししまますす。。




